
議案第８１号 

 

平成２１年度川崎市一般会計補正予算 

 

平成２１年度川崎市の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 22,643,646千円を追 

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ604,627,104千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

 

平成２１年 ６ 月１２日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







　変　更

補 正 前 の 額 補正後の額

千円 千円 千円 

425,000 458,000

326,000 492,000

87,000 93,000

1,961,000 2,006,000

5,055,000 6,389,000

7,854,000 9,438,000

65,544,000 67,128,000

第 ２ 表　　地　 方　 債　 補　 正

開 発 行 為 指 導 対 策 事 業 6,000

33,000ご み 運 搬 車 両 整 備 事 業

補 正 額

起　　　債　　　の　　　目　　　的

限　　　　　　度　　　　　　額

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 1,334,000

港 湾 改 修 事 業 166,000

公 営 住 宅 整 備 事 業 45,000

地 方 債 総 合 計 1,584,000

合　　　　　　　　　　　　　　計 1,584,000


